


「養介護施設従事者等」の範囲は上記に示すとおりであり、介護保険施設等の入所施
設や介護保険居宅サービス事業者等、老人福祉法や介護保険法で規定されている高齢
者向け福祉・介護サービスに従事する職員及び直接介護サービスを提供しない職員全て
が対象となります。



事業者は、虐待防止のため、養介護施設従事者等への研修の実施、苦情処理体制の
整備、その他の高齢者虐待の防止等のための措置を講じてください。

「その他の高齢者虐待の防止等のための措置」については、令和6年度集団指導資料1
「令和6年度介護保険制度改正における対応について」のP9～11「高齢者虐待防止の推
進（全サービス共通）」を踏まえ、対応してください。



身体的虐待とは、高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えるこ
とをいいます。
具体的な例は上記のとおりです。



介護・世話の放棄・放任とは、高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、
その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ることをいいます。
具体的な例は上記のとおりです。



心理的虐待とは、高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者
に著しい心理的外傷を与える言動を行うことをいいます。
具体的な例は上記のとおりです。



心理的虐待の具体的な例の続きです。



性的虐待とは、高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為を
させることをいいます。

経済的虐待とは、高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財
産上の利益を得ることをいいます。

具体的な例は上記のとおりです。



不適切ケアについては、同じような行為でも人によってとらえ方が違ったり、状況によっ
てはやむを得ないケースもあったりするなど、判断が非常に難しいものです。

高齢者虐待や不適切ケアが発生する背景には、様々な要因がありますが、特に大きな
要因として、「職場環境の問題」や「職員のストレス」が挙げられます。

不適切なケアを放置しておくと高齢者虐待につながる可能性もあることから、常日頃か
ら職場環境の改善や職員のメンタルヘルスに配慮した対策を講じることが重要です。

〇ストレスの要因となる一例
・人員不足等により一部の担当者に業務が偏っている（自分だけ仕事が多い）
・利用者への対応方法がわからない（指示や指導がない、相談者がいないなど）
・職員や利用者と気が合わない、コミュニケーションが取れない など



「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（第2条第5項）にお
ける高齢者虐待は以下のとおりです。
イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべ
き職務上の義務を著しく怠ること。
ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的
外傷を与える言動を行うこと。
ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
ホ 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を
得ること。

不適切ケアを発見した場合は以上のことを確認し、事業者は十分に調査等を行い高齢者
虐待に該当するか判断してください。



不適切ケアを改善・予防するためには、職員一人ひとりの意識改善のほか、事業者にお
いて職場環境や組織体制の現状を把握し、必要に応じて見直し、対応を行うことが重要で
す。

〇職場環境整備の一例
・朝礼、定例会議等における定期的な声掛け（方針、接遇、ケアの質など）
・職員相談窓口の設置
・担当者、責任者の明確化、チームやグループ制の導入
・ストレスチェック、虐待防止チェックリストなど過去を振り返る機会の拡大



従業者が定期的に自己チェックをすることで、「不適切なケア」の早期発見に結びつきます。

チェックリストを実施した際は、その結果の集計、分析を行い、会議、研修等で情報を共有
することにより、組織における虐待防止の意識醸成につながります。



施設等において、従事者等による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、第一
報として介護保険課へ「電話」で連絡してください。（その後、事故報告書を提出してくださ
い。）

通報、報告を受けた市は、虐待を受けた高齢者の安全や事実等の確認を行います。

第三者等から市に対し虐待と思われる通報があった場合は、その内容に基づき事業所等
へ任意の調査を求めることがあります。



養介護施設従事者等は、「高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者
虐待の早期発見に努めなければならない」とされています（法第５条第１項）。
高齢者虐待防止に取り組んでいく上で、従事者の皆さんが、いち早く高齢者虐待のサイ
ンに気づき、早期に対応することが重要です。
事業者は、従業者に対し、虐待発見時の通報義務、連絡先等の周知を行い、高齢者虐
待の未然防止、早期発見、早期対応に努めてください。
通報先・相談先は上記のとおりです。

なお、施設・事業所における虐待防止の対応に当たっては、「高齢者虐待防止マニュア
ル 改訂版」（令和5年3月青森市）等を活用してください。


